
３ 交付対象等

（１）交付対象：実施計画を策定する地方公共団体
（２）交付方法：実施計画に掲載された事業のうち国庫補助事業の地方負担分と地方単独事

業の所要経費の合計額に対し、交付限度額を上限として交付金を交付
（３）交付限度額：各地方公共団体の追加公共事業等（直轄及び補助）の地方負担額等をベー

スとして算定。
ただし、財政力の弱い団体等に配慮し、財政力指数等により調整。

（資料３） 地域活性化・公共投資臨時交付金の概要

１ 平成21年度補正予算計上額 １兆３７９０億円
※経済対策における公共事業等の追加に伴う地方負担総額の９割程度。

「経済危機対策」（平成21年４月10日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済危機対策閣僚会議合同会議決
定）において、「本対策における公共事業等の追加に伴う地方負担の軽減を図り、地方公共団体が国の施策と歩調を
合わせ、地域における公共投資を円滑に実施することができるよう、補正予算債による対応に加え、各地方公共団体
の負担額等に応じて配分する「地域活性化・公共投資臨時交付金（仮称）」を交付する。」とされたことを踏まえ、
平成21年度補正予算において創設。

４ 使途 実施計画に掲載された以下の事業の地方負担分に充当（建設地方債対象事業に限る）
○地方単独事業
○国庫補助事業（法令に国の補助率又は負担率の定めがあるものを除く。）

※財政事情、地方単独事業の事業量、追加公共事業等の執行予定等に応じ、一部を基金に積み立て、平成２２年度以降
における地方単独事業等の財源とすることも可。

２ 所管 内閣府（地域活性化推進担当室） ただし、各府省に移し替えて執行

５ 参考
・ 追加公共事業等の地方負担に対しては、補正予算債を充当可。
・ 地方単独事業の財源とする予定であった地方債等を追加公共事業等に係る地方負担の財源に振替え

ることにより、追加公共事業等の地方負担を実質的に軽減。


